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施設利用人数制限の解除について（お知らせ） 

 

 平素は、野洲川斎苑の運営について、ご理解とご協力を賜り誠にありがとう

ございます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症による、感染拡大防止のため、これまで当

苑施設利用人数の制限を行ってまいりましたが、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）について、厚生労働大臣より、令和５年５月７日をもって感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の新型インフルエンザ等感

染症と認められなくなる旨が公表され、同月８日に５類感染症に位置付けられ

ることとなりました。 

 これを受けて、当苑施設利用人数の制限を解除することといたしました。 

 長らく感染防止対策にご協力いただきありがとうございました。 

 お礼申し上げます。 


